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第

六

十

一

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

事

務

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

二

年

六

月

二

十

二

日
 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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江

戸

川

区

事

務

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 
江

戸

川

区

事

務

手

数

料

条

例

（

昭

和

五

十

一

年

三

月

江

戸

川

区

条

例

第

八

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

別

表

第

一

中

 

 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を

 

     

に

改

め

る

。

 

別

表

第

二

都

市

開

発

部

（

都

市

の

低

炭

素

化

の

促

進

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

四

年

法

律

第

八

十

四

号

）

に

基

づ

く

審

査

の

事

務

に

限

る

。

）

の

表

備

考

第

一

号

た

だ

し

書

中

「

部

分

又

 

1 8  1 7  1 6  

公

簿

等

 

の

閲

覧

 

個

人

番

号

カ

ー

ド

の

再

交

付

 

通

知

カ

ー

ド

の

再

交

付

 

住

民

記

録

一

覧

表

以

外

の

も

の

 

住

民

記

録

一

覧

表

 

一

回

 

一

件

 

一

件

 

百

円

 
 

 
 

 

千

円

八

百

円

五

百

円

 

 

「 

」 

 

1 7  1 6  

公

簿

等

 

の

閲

覧

 

個

人

番

号

カ

ー

ド

の

再

交

付

 

住

民

記

録

一

覧

表

以

外

の

も

の
 

住

民

記

録

一

覧

表

 

一

回

 

一

件

 

百

円

 
 

 
 

 

千

円

八

百

円

 

 

「 

」 
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は

」

を

「

部

分

若

し

く

は

」

に

改

め

、

「

場

合

」

の

下

に

「

又

は

共

用

廊

下

等

の

部

分

を

除

く

場

合

」

を

加

え

る

。

 
別

表

第

二

都

市

開

発

部

（

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

七

年

法

律

第

五

十

三

号

）

に

基

づ

く

審

査

の

事

務

に

限

る

。

）

の

表

五

の

項

中

 

「

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

 

「

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に

、

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」

 

「

 

  

ロ 

仕
様
基
準
（
省
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
及
び
同
号 

ロ
⑵
に
定
め
る
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ 

に
よ
る
場
合 

 イ 

性
能
基
準
（
省
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴
及
び
同
号 

ロ
⑴
に
定
め
る
基
準
を
い
う
。
）
に
よ
る
場
合 

 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

一
万
九
千
百
円 

一
万
七
千
七
百
円 

三
万
八
千
四
百
円 

三
万
四
千
四
百
円 

 

ハ 

仕
様
基
準
（
省
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑶
及
び
同
号 

ロ
⑶
に
定
め
る
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ 

に
よ
る
場
合 

 

ロ 

モ
デ
ル
住
宅
法
（
省
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
⒤
及 

び
同
号
ロ
⑵
に
定
め
る
基
準
を
い
う
。
）
に
よ
る
場
合 

イ 

性
能
基
準
（
省
令
第
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴
⒤
及
び
同 

号
ロ
⑴
に
定
め
る
基
準
を
い
う
。
）
に
よ
る
場
合 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
住
宅
の
床
面
積
の
合
計
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

一
万
九
千
百
円 

一
万
七
千
七
百
円 

一
万
九
千
百
円 

一
万
七
千
七
百
円 

三
万
八
千
四
百
円 

三
万
四
千
四
百
円 

 

 
 

性
能
基
準
（
省
令
第
一
条
第
一
項
第
二

号
イ
⑴
及
び
同
号
ロ
⑴
又
は
同
項
第
三
号

に
定
め
る
基
準
を
い
う
。
）
に
よ
る
場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

十
一
万
六
千
円 

六
万
九
千
百
円 

 

 
  

  
  

。 

 
   

） 

 

。 

(ｲ) 

  

） 
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を

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に

改

め

、

 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

仕
様
基
準
に
よ
る
場
合 

フ
ロ
ア
入
力
法
（
省
令
第
一
条
第
一
項 

 

第
二
号
イ
⑵
ⅱ
及
び
同
号
ロ
⑵
に
定
め
る 

基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同 

じ
。
）
に
よ
る
場
合 

 

性
能
基
準
（
省
令
第
一
条
第
一
項
第
二 

号
イ
⑴
⒤
若
し
く
は
ⅱ
及
び
同
号
ロ
⑴
又 

は
同
項
第
三
号
に
定
め
る
基
準
を
い
う
。 

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る 

場
合 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

十
五
万
七
千
円 

十
万
四
千
円 

五
万
八
千
円 

三
万
三
千
百
円 

十
五
万
七
千
円 

十
万
四
千
円 

五
万
八
千
円 

三
万
三
千
百
円 

二
十
八
万
千
円 

十
九
万
六
千
円 

十
一
万
六
千
円 

六
万
九
千
百
円 

 

仕
様
基
準
に
よ
る
場
合 

 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の 

当
該
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
も
の 

十
五
万
七
千
円 

十
万
四
千
円 

五
万
八
千
円 

三
万
三
千
百
円 

二
十
八
万
千
円 

十
九
万
六
千
円 

 
」 

 

(ｲ) 

 

(ﾛ) 

 

( ) 

 

( ) 

 

(ﾛ) 

 

(ﾊ) 

」 

「 
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同

表

備

考

中

第

八

号

を

第

十

四

号

と

し

、

同

号

の

前

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。

 

 
十

二

 

向

上

計

画

認

定

申

請

手

数

料

等

又

は

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

基

準

に

適

合

し

て

い

る

旨

の

認

定

申

請

手

数

料

（

性

能

基

準

又

は

フ

ロ

ア

入

力

法

に

よ

る

場

合

に

限

る

。

に

つ

い

て

、

共

同

住

宅

の

一

の

建

築

物

の

申

請

の

場

合

の

手

数

料

の

額

は

、

住

戸

部

分

の

額

に

共

用

部

分

の

額

を

加

算

し

た

額

と

す

る

。

た

だ

し

、

共

用

部

分

が

存

在

し

な

い

場

合

又

は

共

用

部

分

を

除

く

場

合

は

、

当

該

共

用

部

分

の

額

は

加

算

し

な

い

。

 

十

三

 

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

基

準

に

適

合

し

て

い

る

旨

の

認

定

申

請

手

数

料

（

仕

様

基

準

に

よ

る

場

合

に

限

る

。

）

に

つ

い

て

、

共

同

住

宅

の

一

の

建

築

物

の

申

請

の

場

合

の

手

数

料

の

額

は

、

共

用

部

分

の

額

を

加

算

し

な

い

も

の

と

す

る

。

 

別

表

第

二

都

市

開

発

部

（

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

に

関

す

る

法

律

（

平

成

 

二

十

七

年

法

律

第

五

十

三

号

）

に

基

づ

く

審

査

の

事

務

に

限

る

。

）

の

表

備

考

第

七

号

中

「

認

定

申

請

手

数

料

等

」

を

「

向

上

計

画

認

定

申

請

手

数

料

等

」

に

改

め

、

同

号

を

同

表

備

考

第

十

一

号

と

し

、

同

表

備

考

第

六

号

中

「

認

定

申

請

手

数

料

等

」

を

「

向

上

計

画

認

定

申

請

手

数

料

等

」

に

改

め

、

同

号

を

同

表

備

考

第

十

号

と

し

、

同

表

備

考

第

五

号

中

「

認

定

申

請

手

数

料

等

を

「

向

上

計

画

認

定

申

請

手

数

料

等

」

に

改

め

、

同

号

を

同

表

備

考

第

九

号

と

し

、

同

号

の

前

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。

 

七

 

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

向

上

計

画

に

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

に

関

す

る

法

律

第

二

十

九

条

第

三

項

各

号

に

掲

げ

る

事

項

が

記

載

さ

れ

て

い

る

場

合

の

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

向

上

計

画

認

定

申

請

手

数

料

の

額

は

、

申

請

建

築

物

（

同

項

）

 

」 
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に

規

定

す

る

申

請

建

築

物

を

い

う

。

）

の

部

分

に

係

る

額

及

び

他

の

建

築

物

の

部

分

に

係

る

額

を

合

算

し

た

額

と

す

る

。

 
八

 

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

向

上

計

画

に

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

に

関

す

る

法

律

第

二

十

九

条

第

三

項

各

号

に

掲

げ

る

事

項

が

記

載

さ

れ

て

い

る

場

合

の

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

向

上

計

画

変

更

認

定

申

請

手

数

料

の

額

は

、

当

該

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

向

上

計

画

の

変

更

を

行

う

建

築

物

の

部

分

に

係

る

額

を

合

算

し

た

額

と

す

る

。

た

だ

し

、

当

該

変

更

に

お

い

て

、

他

の

建

築

物

と

し

て

同

項

各

号

に

掲

げ

る

事

項

を

新

た

に

記

載

す

る

場

合

の

当

該

他

の

建

築

物

の

部

分

に

係

る

額

は

、

三

の

項

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

て

算

出

し

た

額

と

す

る

。

 

別

表

第

二

都

市

開

発

部

（

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

に

関

す

る

法

律

（

平

成

 

二

十

七

年

法

律

第

五

十

三

号

）

に

基

づ

く

審

査

の

事

務

に

限

る

。

）

の

表

備

考

中

第

四

号

を

第

六

号

と

し

、

第

一

号

か

ら

第

三

号

ま

で

を

二

号

ず

つ

繰

り

下

げ

、

同

表

備

考

に

第

一

号

及

び

第

二

号

と

し

て

、

次

の

二

号

を

加

え

る

。

 

一

 

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

向

上

計

画

に

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

に

関

す

る

法

律

第

二

十

九

条

第

三

項

各

号

に

掲

げ

る

事

項

が

記

載

さ

れ

て

い

る

場

合

の

他

の

建

築

物

（

同

項

に

規

定

す

る

他

の

建

築

物

を

い

う

。

以

下

こ

の

表

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

お

け

る

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

適

合

性

判

定

手

数

料

に

つ

い

て

、

当

該

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

向

上

計

画

の

認

定

及

び

当

該

他

の

建

築

物

に

お

け

る

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

適

合

性

判

定

を

同

様

の

評

価

の

方

法

に

よ

り

行

う

場

合

の

手

数

料

の

額
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は

、

一

の

項

㈠

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

て

算

出

し

た

額

と

す

る

。

 

 
二

 

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

向

上

計

画

に

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

に

関

す

る

法

律

第

二

十

九

条

第

三

項

各

号

に

掲

げ

る

事

項

が

記

載

さ

れ

て

い

る

場

合

の

当

 

 
 

該

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

向

上

計

画

の

変

更

に

係

る

他

の

建

築

物

に

お

け

る

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

確

保

計

画

の

変

更

に

係

る

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

適

合

性

判

定

手

数

料

に

つ

い

て

、

当

該

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

向

上

計

画

の

認

定

及

び

当

該

他

の

建

築

物

に

お

け

る

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

適

合

性

判

定

を

同

様

の

評

価

の

方

法

に

よ

り

行

っ

た

場

合

の

手

数

料

の

額

は

、

二

の

項

㈠

に

掲

げ

る

区

分

に

応

じ

て

算

出

し

た

額

と

す

る

。

 

 

別

表

第

二

健

康

部

の

表

六

十

五

の

項

中

「

第

十

四

条

第

九

項

」

を

「

第

十

四

条

第

十

三

項

」

 

に

改

め

る

。

 

 

別

表

第

二

土

木

部

の

表

一

の

項

中

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

広

告

板

 

同

 

 

 

広

告

板

 

同

 

 

三

千

二

百

二

十

円

 

プ

ロ

ジ

ェ

ク

シ

ョ

ン

マ

ッ

ピ

ン

グ

 

同
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を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

に

改

め

る

。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」

 

 

付

 

則

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

別

表

第

二

健

康

部

の

表

の

改

正

規

定

 

は

、

令

和

二

年

九

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

   

（

説

明

）

 

 

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

七

年

法

律

第

五

十

三

 

三

千

二

百

二

十

円

 

た

だ

し

、

面

積

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

る

も

の

に

あ

っ

て

は

、

 

六

十

四

万

四

 

千

円

 

 

三

千

二

百

二

 

十

円
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号

）

の

改

正

に

伴

い

、

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

向

上

計

画

の

認

定

の

申

請

等

の

事

務

手

数

料

を

定

め

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

 


